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ご
挨
拶 

 

千
葉
氏
を
語
る
会
会
長 

 
 

 

向
後 

保
雄 

  

千
葉
氏
を
語
る
会
会
員
の
皆
様
に
は

ご
健
勝
の
こ
と
と
ご
推
察
い
た
し
ま
す
。 

 

今
年
６
月
４
日
に
は
蘇
我
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
に
於
き
ま
し
て

総
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

５
月
８
日
に
は
３
年
以
上
も
悩
ま
さ

れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
も
２
類
か
ら
５
類
へと

変
更
さ
れ
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と

同
じ
扱
い
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
の
感
染
対
策
を
十
分
実
施
し
、
多

く
の
会
員
の
皆
様
の
ご
参
加
の
も
と
開

催
で
き
ま
す
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。
そ
の
際
、
記
念
講
演
と
し
て
、
当

会
の
丸
井
先
生
が「
東
北
千
葉
氏
の
動

向
」に
つ
い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
け
ま

す
の
で
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
員

有
志
に
よ
る「
千
葉
常
胤
公
物
語
」の
紙

芝
居
が
人
気
を
博
し
て
お
り
ま
す
。 

今
後
、
多
古
町
ア
ジ
サ
イ
ま
つ
り
や

成
田
祇
園
祭
で
も
甲
冑
を
着
て
行
進
し

千
葉
氏
の
歴
史
と
功
績
を
公
報
し
、 

千
葉
開
府9

0
0

年
に
向
け
て
機
運
を

高
め
て
行
く
活
動
も
計
画
さ
れ
て
お

り
ま
す
。 

引
続
き
会
員
皆
様
の
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
冒
頭
の 

ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

    
 

 

紙
芝
居
公
演 

 
 

 
 

(

会
員) 

江
波
戸
弘
安 

 

一
月
二
二
日(

日)

東
庄
町
公
民
館
に
て 

主
催
、
千
葉
城
郭
保
存
活
用
会 

後
援
、
東
庄
町
教
育
委
員
会
、 

観
光
協
会 

 

イ
ベ
ン
ト
名
、 

歴
史
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト 

 
 

 

椿
の
海
と
暦
の
コ
ン
サ
ー
ト 

 

と
、
題
す
る
歴
史
イ
ベ
ン
ト
へ
来
場
さ

れ
る
方
々
を
対
象
に
時
間
を
少
し
早
め

て
別
室
小
ホ
ー
ル
に
て
紙
芝
居「
千
葉
常

胤
物
語
」の
公
演
を
行
い
ま
し
た
。 

会
場
は
持
参
し
た
手
作
り
甲
冑
で
東
庄

町
観
光
ガ
イ
ド
の
会
土
屋
会
長
、
岩
瀬

さ
ん
の
お
二
人
が
甲
冑
姿
に
な
っ
て
協

力
し
て
頂
き
来
場
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
は

と
て
も
良
い
雰
囲
気
を
感
じ
て
貰
え
ま

し
た
。 

東
庄
町
の
ル
ー
ツ
は
紙
芝
居
主
人
公

の
常
胤
の
活
躍
に
よ
り
、
そ
の
功
績
と
し

て
幕
府
か
ら
拝
領
し
た
全
国
各
地
の
領

地
の
一
つ
で
、
常
胤
六
男
胤
頼
が
東
氏

と
し
て
分
家
独
立
時
に
与
え
ら
れ
た
も

の
で
今
日
に
至
っ
て
お
る
も
の
で
す
。
承

久
の
乱
の
折
の
活
躍
に
よ
り
美
濃
国
山

田
庄
の
増
領
を
受
け
て
美
濃
東
氏(

現

郡
上
八
幡)

と
し
て
、
更
に
分
家
さ
れ
両

氏
と
も
有
力
御
家
人
と
し
て
幕
府
を
支

え
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

又
、
和
歌
や
五
山
の
高
僧
な
ど
文
化
面

で
も
優
秀
な
人
材
を
多
く
輩
出
し
戦
国

か
ら
江
戸
時
代
と
生
き
抜
い
て
ゆ
き
ま

し
た
、
こ
の
様
な
素
晴
ら
し
い
歴
史
を
東

庄
町
の
皆
さ
ん
は
“
郷
土
史
研
究
会
”
の

方
々
と
共
に
大
変
大
切
に
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
本
日
来
場
者 

三
十
三
名 

 
 

 
 

 
 

 

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た 
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次
ペ
ー
ジ
に
千
葉
氏
を
語
る
会 

 
 

令
和
４
年
度
行
事
活
動
状
況
と 

 
 

行
事
活
動
予
定
を
掲
載
し
ま
す
。  

会報誌第 1５号 

千葉氏を語る会

事務局 

発行日 

令和５年   

３月２１日 

 

「
千
葉
氏
を 

 
 

語
る
」
だ
よ
り 
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千
葉
氏
所
縁
の
城
跡 

 

 
 
 

東
庄
町
の
郷
土
史
会 

 

平
野 

剛 

 

（一
） 

平
良
文
館
跡 

 

年
号
が
平
成
か
ら
令
和
に
な
り
、 

天
変
地
異
が
続
い
て
い
ま
す
、
元
年
か
ら

日
本
列
島
横
断
の
台
風
が
二
回
も
大
き

な
災
害
を
も
た
ら
し
、
被
害
の
甚
大
さ

を
目
の
当
た
り
に
し
、
翌
同
二
年
は
世

界
的
な
災
禍
で
あ
る
が
、
日
本
中
を
震

撼
さ
せ
た
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
わ

せ
、
人
の
活
動
を
制
限
し
、
行
動
の
自
粛

が
社
会
全
般
の
経
済
の
低
迷
下
に
な
っ

て
い
ま
す
。
中
で
も
観
光
業
は
人
と
人
の

密
で
す
か
ら
一
段
と
厳
し
い
状
況
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

特
に
城
址
巡
り
に
訪
れ
て
頂
く
と
こ

ろ
は
九
割
方
、
交
通
の
便
が
悪
く
、
団

体
で
来
て
頂
く
場
合
、
大
型
車
の 

駐

車
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
探
す
の
に
苦
労 

し
ま
す
。
そ
し
て
見
学
地
の
遠
方
の
場

合
、
帰
り
の
時
間
を
気
し
な
が
ら 

の
時
間
調
整
に
も
苦
慮
し
ま
す
。 

ま
た
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
時
間
は
夕

方
の
日
照
時
間
が
短
く
、
時
間
配
分
に

一
層
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

そ
ん
な
事
か
ら
一
日
び
っ
し
り
の
時
間
の

中
で
色
々
な
疑
問
点
を
多
く
感
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
事
か
ら
時
間

が
過
ぎ
て
い
く
と
、
余
計
に
疑
問
点
が

多
く
な
り
、
そ
の
後
の
問
い
合
わ
せ 

事
項
が
次
々
に
寄
せ
ら
れ
て
う
れ
し
い

や
ら
、
有
難
い
や
ら
の
複
雑
な
気
持
ち

で
資
料
探
し
に
苦
慮
し
た
事
も
あ
り
ま

し
た
。 

 

世
界
中
が
自
粛
ム
ー
ド
の
コ
ロ
ナ
騒
ぎ

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
最
中
に
、
何
ら 

か
の
形
で
活
動
が
出
来
る
の
は
数
人
の

人
数
に
限
ら
れ
、
派
手
に
立
ち
回
れ
ず

の
活
動
で
し
た
が
、
ご
く
近
く
で
知
ら
れ

て
る
様
で
知
ら
な
い
、
隠
れ
た
存
在
を

探
し
て
み
ま
し
た
。 

 

平
良
文
は
東
庄
郷
土
史
研
究
会
と
し

て
の
今
後
の
研
究
課
題
候
補
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る「
大
友
城
址
考
」に
関
連
す

る
。
平
良
文
は
大
友
に
城
を
造
り
、
自

身
は
阿
玉
台
に
館
を
構
え
住
ん
で
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
場
所
は
一
体

何
処
な
ん
だ
ろ
う
の
疑
問
が
浮
か
び
、

地
元
は
と
も
か
く
千
葉
県
内
に
知
れ
渡

っ
て
い
る
、
阿
玉
台
の
郷
土
史
大
家
の
福

本
氏
に
お
願
い
し
、
早
速
数
人
の
賛
同

者
が
集
ま
り
福
本
氏
に
案
内
の
ご
足
労 

を
頂
き
ま
し
た
。 

場
所
は
香
取
市
旧

良
文
村
貝
塚
字
本
立
、
道
路
は 

旭
、
笹
川
間
道
の
小
貝
野
三
差
路
よ
り

西
に
入
り
約
一
キ
ロ
程
、
廃
校
に
な
っ
た

元
小
貝
川
南
小
学
校
の
手
前
三
差
路

を
左
に
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
位
行
く
と
左

に
駐
車
場
が
あ
り
、
直
ぐ
隣
り
先
は 

菅
佐
原
家「
芳
源
フ
ァ
ー
ム
」マ
ッ
シ
ュ 

ル
ー
ム
工
場
が
あ
り
、
工
場
真
後
ろ
の

小
高
い
丘
上
台
地
に
杉
の
大
木
が
、
数

本
見
え
る
と
こ
ろ
が
館
あ
と
で
あ
る
。 

そ
こ
ま
で
は
数
年
前
ま
で
小
さ
い
道

路
で
あ
っ
た
が
、
今
は
何
の
跡
形
も
な
く

ガ
サ
藪
と
な
り
、
人
の
出
入
り
は
困
難

を
極
め
る
。
当
初
は
平
良
文
の
館
と
家

臣
等
と
思
わ
れ
る
住
居
が
五
～
六
軒
あ

っ
た
様
で
、
そ
の
後
三
軒
位
が
そ
こ
か
ら

南
西
へ二
百
ｍ
行
っ
た
現
在
の
阿
玉
台
集

落
へ移
り
住
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
住
居
跡
は
土
台
や
食
器
類
の

焼
き
物
ら
し
き
破
片
が
、
戦
後
数
年
頃

ま
で
あ
っ
た
様
で
、
そ
の
後
は
丘
状
の
部

分
が
削
ら
れ
低
く
な
り
、
な
だ
ら
か
な

状
態
で
現
在
で
は
跡
形
も
な
く
、
そ
の

痕
跡
す
ら
も
こ
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
平
良
文
は
仁
和
２
年
（八
八
六
年
） 

京
都
で
生
ま
れ
た
、
十
数
年
後
相
模

国
村
岡
に
移
り
、「
村
岡
五
郎
良
文
」と

称
し
た
。
兄
弟
の
国
香
や
良
将
の
関
係

で
常
陸
国
辺
り
に
も
い
た
と
い
う
説
も

あ
る
。
良
文
に
当
初
の
頃
は
世
継
ぎ
が

無
く
兄
の
良
将
の
子
、
将
門
を
養
子
に

し
て
関
東
一
円
に
勢
力
を
広
げ
て
活
動

を
共
に
広
げ
て
い
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い

る
う
ち
に
良
文
に
四
人
の
子
が
出
来
、

一
族
で
身
内
同
士
や
同
盟
関
係
と
の
争

い
が
多
く
な
り
、
戦
乱
状
態
が
長
く
続

き
ま
し
た
。 

九
百
四
〇
年
鎮
守
府
将
軍
兼
陸
奥

守
と
な
る
。
そ
し
て
将
門
の
叛
乱
が

終
わ
り
、
将
門
の
旧
領
を
引
継
ぎ
上

総
、
下
総
、
常
陸
介
と
な
る
。
天
慶

三
年
（
九
四
〇
）
五
月
、
良
文
は
相

州
（
現
神
奈
川
県
）
村
岡
よ
り
総
州

（現
千
葉
県
）大
友
へ来
た
と
い
う
説
と

「
長
元
の
乱
」を
起
こ
し
た
平
忠
常
（良

文
の
孫
）の
居
城
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。 忠

常
は
下
総
介
武
蔵
押
領
使
と
し
て

初
め
上
総
国
上
野
郷
に
住
み
そ
の
後
下

総
国
海
上
郡
大
友
城
に
は
常
将
、
常

永
、
常
兼
四
代
続
き
常
兼
の
時
、
上
総

（現
千
葉
市
緑
区
大
椎
町
）大
椎
城
（忠

常
の
築
城
と
の
説
も
あ
り
）に
移
っ
た
。 

良
文
の
養
子
と
な
っ
た
将
門
は
天
慶

の
乱
を
起
こ
し
、
今
の
関
東
一
円
に
勢

力
を
広
げ
た
。
朝
廷
は
危
機
感
を
感
じ

源
満
仲
に
征
伐
を
命
じ
、
し
か
し
そ
れ

よ
り
早
く
平
氏
一
族
の
内
乱
に
よ
っ
て
、

将
門
は
討
た
れ
天
慶
の
内
乱
は
収
ま
っ
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た
。
そ
の
後
約
百
年
後
忠
常
の
乱
が
起

こ
り
長
元
四
年
（一
〇
三
一
）忠
常
は
降

伏
し
美
濃
で
病
死
し
た
。
し
か
し
忠
常
の

子
孫
は
房
総
半
島
の
有
力
武
士
と
残

り
、
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
上
総
氏
、

千
葉
氏
の
祖
と
な
り
ま
し
た
。 

 

（二
）平
氏
か
ら
千
葉
氏
へ 

良
文
の
子
忠
頼
、
次
の
代
忠
常
か
ら

下
総
を
主
な
本
拠
地
に
、
常
将
、
常
長

と
続
き
、
そ
の
後
、
五
代
目
に
当
た
る
胤

頼
は
東
庄
を
領
し
た
。
常
将
か
ら
千
葉

郡
を
本
拠
地
に
し
て
初
代
千
葉
氏
を
名

乗
り
、
三
代
目
常
兼
は
八
二
歳
ま
で
生

存
し
、
死
後
千
葉
市
中
心
部
の
千
葉
神

社
隣
り
、
現
通
町
公
園
に
真
言
宗(

豊

山
派
）大
日
寺
が
開
か
れ
、
千
葉
氏
三

代
目
ま
で
の
常
将
、
常
長
、
常
兼
の
三

代
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
寺
は
戦
災
に
よ
り

焼
失
し
現
在
は
轟
町
に
移
転
さ
れ
た
。 

千
葉
家
四
代
目
常
重
は
現
千
葉
市

猪
鼻
城
（現
千
葉
市
郷
土
博
物
館
）
に

移
っ
た
。
享
徳
三
年
（一
四
五
五
）頃
猪

鼻
城
は
焼
失
す
る
。
天
正
一
八
年
（一

五
九
〇
）豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
に

よ
り
、
千
葉
氏
は
北
条
氏
に
つ
い
て
い
た

為
、
諸
共
に
滅
亡
し
た
。
良
文
を
始
祖

と
す
る
平
氏
の
一
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

活
躍
し
た
人
に
よ
っ
て
違
い
あ
り
、
時
代

に
よ
っ
て
又
生
き
方
が
違
い
あ
り
で
し
た 

良
文
は
相
模
国
村
岡
か
ら
、
下
総
国
千

葉
の
大
友
に
築
城
し
、
同
阿
玉
郷
に
館

を
構
え
同
海
上
郡
周
辺
及
び
香
取
海
、

椿
海
を
支
配
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
良
文
か
ら
三
代
目
に
あ
た
る

忠
常
が
平
安
時
代
中
期
に
上
総
国
大

椎
に
大
椎
城
を
築
城
し
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。 

一
方
忠
常
の
館
に
関
す
る
伝
承
が
あ
る

よ
う
だ
が
、「
ち
ば
伝
考
記
」は
忠
常
の

孫
常
長
が
、
前
九
年
の
役
の
功
に
よ
り

大
椎
の
地
を
賜
わ
り
、
次
の
常
兼
の
代

に
大
友
城
か
ら
大
椎
城
に
移
っ
た
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。
約
千
年
の
前
の
事
だ

が
史
実
は
と
も
か
く
、
城
は
あ
っ
た
事
は

事
実
ら
し
い
の
で
、
現
実
の
実
態
を
把
握

す
る
の
も
一
つ
の
方
法
な
の
で
現
地
に
行

く
こ
と
に
し
た
。 

 

大
椎
城
は
Ｊ
Ｒ
外
房
線
土
気
駅
か

ら
徒
歩
三
十
分
の
場
所
に
あ
り
ま

す
。
城
址
の
北
隣
は
あ
す
み
野
高
級

住
宅
団
地
に
な
っ
て
い
る
。
開
発
前

の
付
近
一
帯
は
小
高
い
丘 

陵
地
帯

で
、
中
小
の
砦
が
多
数
あ
っ
た
が
宅

地
造
成
で
、
な
だ
ら
か
な
丘
状
の
区

画
に
よ
っ
て
段
差
が
つ
い
た
分
譲
地

で
、
一
時
は
新
築
一
軒
家
が
二
十
億

円
で
取
引
さ
れ
、
ビ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ

な
ら
ぬ
、
チ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
と
も
て

は
や
さ
れ
た
超
高
級
住
宅
街
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
あ
す
み
野
団
地
の
中

を
南
に
下
っ
て
田
園
に
突
き
当
た

る
、
右
に
曲
が
り
カ
ー
ブ
沿
い
に
行

く
と
農
家
集
落
地
、
農
村
地
帯
の
大

椎
城
址
と
な
り
、
集
落
の
南
端
狭
い

道
を
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
、
行
き

止
ま
り
の
長
屋
門
を
潜
る
と
、
大
椎

城
跡
の
山
の
真
下
に
あ
る
「
林
家
」

に
着
く
、
長
屋
門
は
一
瞬
「
あ
れ

っ
」
と
思
う
ピ
ン
ク
色
の
塗
り
壁
で

は
な
い
か
。
後
に
当
家
の
奥
さ
ん
に

聞
き
ま
し
た
が
門
を
修
復
し
た
当

時
、
終
戦
後
の
物
資
不
足
で
、
木
材

が
集
ま
ら
ず
止
む
無
く
塗
り
壁
に
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
後
改
修
す
る

予
定
だ
そ
う
で
す
。
大
椎
城
址
の
台

地
は
標
高
七
十
ｍ
位
で
東
、
西
、
南

と
三
方
開
け
た
見
通
し
の
良
い
島
状

の
台
地
で
北
側
は
他
の
山
と
連
な
る

部
分
は
狭
く
な
っ
て
い
る
。 

「
林
家
」
が
代
々
相
続
し
て
い
る
あ

す
み
野
団
地
の
開
発
の
時
、
相
続
が

発
生
し
大
金
納
税
し
た
話
を
し
て
い

ま
し
た
。
山
の
城
址
中
央
部
近
く
と

住
居
宅
地
と
の
連
絡
通
路
が
あ
り
、

通
行
止
め
の
扉
が
作
ら
れ
鍵
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
が
、
鍵
を
預
か
り
上
る

こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
か
ら
暫
く
歩

く
と
約
四
十
年
位
前
に
千
葉
市
の
公

園
指
定
の
石
碑
が
あ
り
、
林
家
で
は

私
有
地
と
の
こ
と
で
す
が
、
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
あ
す
み
が
丘
第
八

緑
地
公
園
に
な
っ
て
い
る
。
大
椎
城

址
は
四
方
を
ほ
と
ん
ど
谷
に
囲
ま
れ

た
東
西
に
長
い
丘
陵
に
立
地
し
、
丘

陵
は
空
堀
に
よ
り
四
つ
に
区
画
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
曲
輪
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。 

山
の
中
腹
に
小
さ
い
な
が
ら
も
社
造

り
の
立
派
な
、
稲
荷
神
社
が
祀
ら
れ
て

い
た
。
林
家
に
聞
く
と
お
稲
荷
さ
ん
は

農
業
の
神
様
だ
か
ら
、
周
辺
の
家
は
皆

さ
ん
そ
う
だ
と
い
う
の
で
、
周
り
の
家
を

見
渡
す
と
ほ
と
ん
ど
赤
い
色
で
塗
ら
れ

た
、
稲
荷
神
社
が
宅
地
内
に
諏
訪
神
社

の
後
ろ
に
あ
る
も
の
と
匹
敵
す
る
。
そ
れ

よ
り
は
一
回
り
小
さ
い
が
立
派
な
社
が

祀
ら
れ
て
い
る
。
山
は
相
当
広
く
感
じ
、

杉
の
木
立
が
鬱
蒼
と
し
て
手
入
れ
が
大

変
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

大
治
元
年
（一
一
二
六
）千
葉
常
重

が
千
葉
市
中
心
部
の
千
葉
城
（猪
鼻
城
）

に
本
拠
を
移
し
た
が
そ
の
後
も
千
葉
氏

の
一
族
が
入
っ
た
。
南
側
の
城
下
の
集
落

に
は
代
々
名
主
を
務
め
た
家
が
あ
り
、
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千
葉
神
社
に
移
さ
れ
た
と
さ
れ
る
祠
が

あ
る
。 

参
考
資
料
・・・・ 

平
良
文
大
友
城
を
築
く
。 

下
総
多
田
源
氏
の
会
。 

フ
リ
ー
百
科
事
典 

「
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
日
本
の

城
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク 

「
お
城
散
歩
」他 

   

千
葉
胤
正
に
つ
い
て 

 

 
 
 
 
 

会
員 

高
野
利
太
郎 

 

一
、
は
じ
め
に 

 

今
回
は
千
葉
常
胤
の
嫡
男
胤
正
に

つ
い
て
解
明
し
た
い
と
考
え
て
見
た

い
と
思
い
ま
す
。
先
ず
千
葉
常
胤
は

大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
六
月
一

日
、
父
重
常
と
共
に
千
葉
郷
に
移
住

し
て
館
を
構
え
、
こ
こ
か
ら
千
葉
氏

が
後
に
大
き
く
発
展
す
る
の
で
す
。 

 

常
胤
は
そ
の
子
が
一
三
人
認
め
ら

れ
ま
す
。
彼
は
、
秩
父
重
弘
の
娘
と

結
婚
し
て
、
六
人
の
男
子
が
生
ま
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す(

千
葉
大
系
図)

。

即
ち
嫡
男
胤
正
、
次
男
相
馬
師
常
、

三
男
武
石
胤
盛
、
四
男
大
須
賀
胤

信
、
五
男
国
分
胤
通
、
六
男
東
胤
頼

の
六
人
で
す
。
し
か
し
そ
の
他
に
以

仁
王
の
挙
兵
の
時
活
躍
し
た
天
台
宗

園
城
寺
の
僧
侶
日
胤
と
千
葉
郷
の
北

斗
山
金
剛
授
寺
尊
光
院
の
第
四
代
座

主
覚
伝
（
千
学
集
抜
粋
に
よ
る
と
常

胤
の
第
七
男
と
い
う
）
以
上
八
人
の

男
子
と
更
に
五
人
の
息
女
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。(

鈴
木
佐
・
千
葉
常
胤
の

妻
と
息
女
た
ち)

こ
の
息
女
に
つ
い
て

は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。 

二
、
胤
正
の
登
場 

 

さ
て
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
六

月
京
都
の
以
仁
王
の
令
旨
が
出
さ
れ

た
こ
と
を
聞
い
た
頼
朝
に
対
し
て

『
延
慶
本
平
家
物
語
』に
よ
れ
ば
、
北

条
時
政
は「
上
総
介
八
郎
広
常
・千
葉

介
常
胤
・三
浦
介
義
澄
此
の
三
人
ヲ
語

ワ
セ
給
へ、
此
の
三
人
タ
ニ
モ
随
付
マ
イ
ラ

セ
候
ナ
ハ
・・・
広
常
・常
胤
・義
明
、
是
等

三
人
タ
ニ
モ
参
候
ナ
ハ
御
手
ノ
下
ニ
恩
食

ヘシ
」
と
云
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

胤
正
が
初
め
て
千
葉
氏
関
連
資
料
に

登
場
す
る
の
は
、
治
承
四
年
（一
一
八

〇
）八
月
、
源
頼
朝
が
石
橋
山
の
合
戦

に
お
い
て
、
平
清
盛
の
御
家
人
大
庭
三

郎
景
親
の
軍
勢
に
敗
れ
て
安
房
国
に
逃

れ
、
再
起
を
図
っ
て
東
国
の
武
士
団
に
、

以
仁
王
の
令
旨
を
基
に
平
家
追
討
の
要

請
を
し
た
。
当
時
の
東
国
武
士
団
の
多

く
は
、
二
十
数
年
前
平
治
の
乱
に
お
い

て
源
義
朝
が
清
盛
に
敗
れ
て
以
来
、
不

満
な
年
月
を
送
っ
て
い
た
の
で
、
頼
朝
の

挙
兵
に
つ
い
て
賛
同
す
る
者
が
多
か
っ
た

特
に
千
葉
氏
は
平
清
盛
政
権
下
の
下
総

国
衙
に
よ
っ
て
常
重
の
公
田
官
物
未
納

理
由
と
し
て
相
馬
郷
を
国
衙
に
譲
り
渡

す
よ
う
な
証
文
を
作
成
さ
せ
ら
れ
た
。

常
胤
は
そ
の
公
田
未
納
分
を
納
た
り
し

て
も
な
お
当
時
の
義
朝
と
も
論
争
に
な

り
、
長
い
間
、
苦
労
の
連
続
で
あ
り
誰
に

相
談
も
出
来
ず
不
遇
連
続
で
あ
っ
た
。 

吾
妻
鏡
よ
る
と
、
上
総
国
、
下
総
国

に
お
い
て
も
上
総
広
常
に
対
し
て
は
和

田
小
太
郎
義
盛
と
千
葉
常
胤
に
対
し
て

は
安
達
九
郎
盛
長
に
使
い
と
し
て
参
加

を
指
示
し
た
。
そ
の
使
い
の
間
に
常
胤
は

嫡
男
胤
正
と
六
男
頼
胤
を
同
席
さ
せ
て

い
る
。
（胤
正
は
四
十
才
・胤
頼
は
二
十

五
才
・頼
朝
は
三
十
四
で
あ
っ
た
）使
い

の
盛
長
と
対
面
し
た
常
胤
は
し
ば
し
沈

黙
し
語
ら
ず
し
て
居
た
が
胤
正
等
は
父

に
対
し
て
直
ち
に
参
加
す
る
旨
の
回
答

を
す
る
よ
う
に
促
し
た
。 

勿
論
常
胤
は
一
族
郎
党
含
め
て
賛
同

す
る
よ
う
に
答
え
た
。
常
胤
は
頼
朝

に
賛
同
し
て
、
動
く
場
合
常
に
六
人

の
子
息
を
動
員
し
て
事
柄
を
解
決
し

て
い
た 

頼
朝
は
そ
の
報
告
を
受
け
て
大
変
喜

ん
だ
。
頼
朝
が
安
房
国
か
ら
上
総
国
に

入
る
前
に
は
上
総
の
国
府
を
上
総
介
広

常
と
千
葉
介
常
胤
の
軍
勢
が
平
家
方
の

国
衙
軍
を
破
り
国
府
を
制
圧
し
て
源
頼

朝
を
迎
え
た
。
こ
の
時
点
で
胤
正
は
父

上
と
共
に
行
動
し
て
千
葉
館
を
出
て
上

総
国
府
に
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
は
『
源
平
闘
諍
禄
』
に
よ
る
と

源
頼
朝
が
上
総
国
か
ら
下
総
国
に
向

か
う
。
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
九

月
四
日
、
爰
に
上
総
権
介
広
常
、 

右
兵
衛
佐
の
御
前
に
跪
き
て
申
し
け

る
は
、
「
君
は
此
の
程
の
軍
に
疲
れ

さ
せ
た
ま
い
し
う
へ
、
兵
共
進
み
難

く
す
。
荒
手
の
随
兵
を
以
っ
て
広
常

先
陣
を
仕
ら
ん
と
欲
す
。
（
中
略
）

一
千
餘
騎
兵
を
卒
し
て
発
向
す
べ

き
」
由
を
申
す
処
に
、
千
葉
介
常
胤

申
し
け
る
は
「
権
介
の
所
望
謂
れ
無

し
。
他
国
は
知
ら
ず
、
下
総
国
に
お

い
て
は
他
人
の
綺
有
る
ま
じ
。
常
胤

先
陣
を
仕
る
べ
し
」
と
て
相
ひ
従
う

輩
は
、
新
介
胤
正
・
次
男
師
常
・
同

じ
く
田
辺
田
の
四
郎
胤
信
・
同
じ
く

国
分
の
五
郎
胤
通
・
同
じ
く
千
葉
の

六
郎
胤
頼
・
同
じ
く
孫
堺
の
平
次
常
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秀
・
武
石
の
次
郎
胤
重
・
能
光
の
禅

師
等
を
始
め
と
為
て
、
三
百
余
騎
の

兵
を
引
率
し
て
、
下
総
国
へ
打
ち
向

か
ひ
け
り
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
常
胤
一
族
が
千
葉
の
館
を
留
守

に
し
た
そ
の
時
、
平
家
の
方
人
千
田
親

正
は
右
兵
衛
佐
の
謀
叛
を
聞
い
て
一
千

余
騎
を
率
い
て
千
葉
郷
を
襲
撃
す
る
。

留
守
を
預
か
る
胤
正
の
子
成
胤
が
僅
か

七
騎
で
奮
戦
し
、
か
ぶ
ろ
髪
の
童
（妙

見
）が
現
れ
て
危
急
を
救
う
。 

や
が
て
上
総
の
国
府
を
出
た
広
常
・常

胤
の
軍
勢
も
到
着
し
て
親
正
は
千
田
に

退
く
前
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
言
う
説
も

あ
り
こ
の
時
頼
朝
の
軍
勢
は
一
万
騎
以

上
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

下
総
国
千
葉
庄
で
は
常
胤
の
接
待
で
北

斗
山
金
剛
授
寺
尊
光
院
に
詣
で
て
常
胤

に
対
し
て
妙
見
菩
薩
の
由
来
を
問
う
。

当
時
と
し
て
は
珍
し
い
お
茶
の
接
待
も

受
け
る
。 

や
が
て
千
葉
庄
を
出
て
、
下
総
国
府
に

向
か
う
。
下
総
国
府
で
は
大
井
川
（現

江
戸
川
）・隅
田
川
の
渡
河
の
方
法
以
仁

王
の
令
旨
に
賛
同
す
る
東
国
多
数
の
賛

同
者
で
日
時
を
費
や
し
た
が
、
常
胤
・上

総
広
常
等
の
働
き
で
十
月
二
日
に
大
井

川
・隅
田
川
を
渡
っ
て
武
蔵
国
に
入
る
。 

 

こ
こ
で
常
胤
は
子
息
や
郎
従
た
ち
に

厳
命
を
加
え
て
上
総
国
に
派
遣
し
、
伊

北
庄
司
常
仲
（伊
南
新
介
常
景
の
子

息
）を
追
討
さ
せ
伴
類
を
悉
く
捕
ら
え

さ
せ
た
。
胤
正
が
特
に
勲
功
を
あ
げ

た
。
こ
の
常
仲
は
長
佐
（長
狭
）六
郎
（常

伴
）の
外
甥
で
あ
る
た
め
に
殺
さ
れ
た
と

い
う
。 

吾
妻
鏡
に
よ
る
と
十
月
六
日

頼
朝
は
鎌
倉
に
入
っ
た
。
十
月
二
十
日

に
は
富
士
川
の
合
戦
に
勝
利
し
、
相
模

の
国
府
で
論
功
行
賞
を
行
う
。
そ
の
節

常
胤
は
領
地
を
安
堵
し
た
り
、
新
恩
を

給
与
さ
れ
た
り
し
た
。 

十
一
月
に
は
常
陸
国
の
佐
竹
氏
を
攻

め
、
城
壁
を
焼
き
払
っ
た
。
続
い
て
十
二

月
十
二
日
頼
朝
は
広
常
の
館
か
ら
新
邸

と
な
っ
た
大
倉
御
所
に
入
ら
れ
た
。
千

葉
常
胤
一
族
か
ら
は
胤
正
と
頼
胤
が
参

列
し
て
い
る
。 

 

大
倉
御
所
に
入
っ
た
頼
朝
は
侍
所
を

設
置
し
た
り
し
て
、
治
承
五
年
（七
月
四

日
で
養
和
と
改
元
）四
月
七
日
に
は
弓

矢
に
優
れ
た
者
で
信
頼
の
厚
い
御
家
人

（千
葉
太
郎
胤
正
ら
）が
十
一
名
毎
夜

御
寝
所
の
近
辺
に
祇
候
す
る
よ
う
に
選

ば
れ
た
。
養
和
二
年
（一
一
八
二
）三
月

九
日
御
台
所
（政
子
）の
御
着
帯
の
儀
が

行
わ
れ
た
。
特
別
な
仰
せ
に
よ
っ
て
常

胤
の
妻
が
御
帯
を
作
成
し
て
胤
正
が
こ

れ
を
献
上
し
た
。
頼
朝
自
身
が
お
結
び

に
な
っ
た
。 

 

同
年
寿
永
元
年
（一
一
八
二
）八
月
十

一
日
御
台
所
が
お
産
の
気
配
が
在
り
頼

朝
が
お
渡
り
に
な
り
、
近
国
十
社
に
ご

祈
祷
の
使
い
を
出
し
た
。
胤
正
が
下
総

国
香
取
社
に
遣
わ
さ
れ
た
。
御
台
所
は

目
出
度
く
嫡
男
を
出
産
し
、
十
八
日
に

は
お
七
夜
の
儀
が
行
わ
れ
常
胤
は
六
人

の
子
息
を
伴
っ
て
取
り
仕
切
っ
た
。 

 

寿
永
三
年
（一
月
）頼
朝
は
木
曽
義
仲

追
討
の
た
め
、
範
頼
、
義
経
を
派
遣
し
て

成
功
す
る
。
こ
こ
に
は
常
胤
と
そ
の
一
族

が
参
加
し
て
功
績
を
挙
げ
る
。
続
く
寿

永
・文
治
の
源
平
の
合
戦
に
常
胤
は
範

頼
の
配
下
で
参
謀
と
し
て
貢
献
し
、
西

国
豊
後
国
へ渡
っ
て
九
州
の
平
家
軍
を

制
し
た
。
頼
朝
は
弟
範
頼
に
対
し
て
常

胤
を
大
事
に
扱
う
よ
う
指
示
し
た
。
文

治
元
年
（一
一
八
五
）三
月
平
家
は
壇

ノ
浦
で
滅
亡
し
た
。
続
い
て
頼
朝
は
亡
父

義
朝
の
菩
提
を
弔
っ
た
供
養
を
行
う
。

こ
こ
に
常
胤
以
下
胤
正
等
一
族
が
参
列

す
る
。
文
治
四
年
鎌
倉
で
は
嫡
男
頼
家

の
着
甲
の
儀
が
行
わ
れ
、
胤
正
と
師
常

が「
御
甲
納
櫃
」を
担
ぎ
、
常
胤
が
着
甲

し
て
甲
親
に
な
る
。  

 
 

 

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
頼
朝
は
奥

州
藤
原
氏
征
討
の
た
め
常
胤
に
軍
記
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一
流
の
調
達
を
命
じ
る
。
頼
朝
軍
は

こ
の
軍
記
を
か
ざ
し
て
、
三
軍
（
①

太
平
洋
側
沿
い
②
郡
山
を
通
る
中
道

③
日
本
海
側
沿
い
）
に
別
れ
て
平
泉

を
目
指
す
。
常
胤
は
①
の
東
海
道
大

将
軍
と
し
て
多
賀
国
府
で
頼
朝
と
合

流
す
る
。
合
戦
後
論
功
行
賞
に
於
い

て
常
胤
は
恒
例
に
よ
り
、
最
初
に
拝

領
し
て
陸
奥
国
の
伊
具
・
亘
理
・
宇

多
・
行
方
・
磐
城
の
五
郡
を
賜
る
。

次
い
で
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
胤

正
は
頼
朝
の
上
洛
に
際
し
て
右
近
衛

大
将
拝
賀
の
お
り
布
衣
侍
七
人
の
一

人
に
選
ば
れ
登
殿
し
た
。 

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
正
月
元

旦
の
垸
飯
は
常
胤
が
献
上
し
た
。 

先
ず
進
物
と
手
御
剣
は
常
胤
、
御
弓
矢

は
胤
正
、
御
行
履
・沓
は
次
郎
師
常
、
砂

金
は
三
郎
胤
盛
、
櫃
に
収
め
た
鷲
の
羽

は
六
郎
胤
頼
が
進
め
た
。
そ
の
後
酒
宴
・

歌
舞
が
行
わ
れ
た
。
同
日
頼
朝
は
鶴
岡

若
宮
に
参
詣
さ
れ
た
。
こ
の
時
も
神
馬

三
頭
が
引
き
並
べ
ら
れ
た
。
う
ち
一
頭

は
次
郎
相
馬
師
常
が
担
当
し
た
。
建
久

六
年
（一
一
九
五
）二
月
頼
朝
三
度
目

上
洛
し
て
使
節
に
は
千
葉
常
秀
・随
兵

に
は
胤
正
・相
馬
師
常
・大
須
賀
胤
信

等
の
一
族
が
参
加
す
る
。 

建
久
十
年
（一
一
九
九
）一
月
頼
朝

逝
去
す
る
。
吾
妻
鏡
に
は
そ
の
十
二
年

後
の
建
暦
二
年
（一
二
一
二
）二
月
二

十
八
日
の
項
に
僅
か
に
落
馬
し
た
為
そ

の
後
死
去
と
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

そ
の
直
後
の
四
月
十
二
日
に
は
二
代
目

頼
家
は
十
八
才
で
将
軍
と
な
り
父
頼
朝

以
上
に
指
導
者
、
独
裁
者
と
し
て
望
も

う
と
す
る
、
そ
こ
で
将
軍
と
し
て
の
訴
訟

に
つ
い
て
直
ち
に
決
断
す
る
こ
と
を
停
止

し
十
三
人
の
合
議
制
に
よ
る
事
を
決
め

た
。
明
ら
か
に
頼
家
に
対
す
る
牽
制
で

あ
る
。
そ
れ
は
御
台
所
政
子
・北
条
時

政
・義
時
三
人
に
よ
る
執
権
制
度
の
芽

生
え
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
常
胤
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。 

 

し
か
し
同
年
十
月
二
十
八
日
に
は
今

度
は
十
三
人
の
一
人
梶
原
景
時
への
批

判
が
相
次
ぎ
千
葉
常
胤
を
筆
頭
に
六

十
六
人
の
御
家
人
が
景
時
を
指
弾
す
る

神
に
誓
う
訴
状
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

に
は「
鶏
を
養
う
者
は
狸
を
畜
わ
ず
。
獣

を
牧
う
者
は
豺
を
育
て
な
い
」と
記
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。 

そ
の
書
状
は
中
原
広
元
朝
臣
に
渡
し

た
。
こ
こ
に
は
常
胤
が
筆
頭
で
署
名
し
て

胤
正
が
三
番
目
に
署
名
し
て
あ
り
ま

す
。
正
治
二
年
（一
二
〇
〇
）一
月
二
日

今
年
の
垸
飯
は
常
胤
が
行
っ
た
。
そ
の
後

正
治
三
年
（一
二
〇
一
）三
月
二
十
四

日
常
胤
が
死
去
し
た
。
享
年
八
十
四
才

で
あ
っ
た
。
更
に
二
年
後
の
建
仁
三
年

（一
二
〇
三
）七
月
本
稿
の
主
人
公
胤

正
も 

亡
く
な
っ
た
。
享
年
六
十
三
才
で

あ
っ
た
。
（異
説
在
り
） 

 

三
、
ま
と
め 

 

胤
正
と
頼
朝
が
出
合
っ
た
の
は
治
承

四
年
（一
一
八
〇
）頼
朝
が
伊
豆
に
挙

兵
し
て
石
橋
山
に
や
ぶ
れ
安
房
国
に
逃

げ
延
び
た
時
か
ら
で
頼
朝
が
死
去
す
る

建
久
十
年
（一
一
九
九
）ま
で
の
十
九
年

間
短
い
間
で
あ
っ
た
。
父
常
胤
が
長
生
き

し
た
事
も
あ
り
胤
正
が
、
千
葉
一
族
の

長
と
し
て
後
世
に
記
録
さ
れ
る
よ
う
な

活
躍
は
す
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
嫡
男
で
あ
る
た
め
父
や
六
党
の
弟

た
ち
が
各
地
に
出
陣
し
て
も
千
葉
館
を

ま
も
り
、
留
守
を
担
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
。
そ
れ
で
も
頼
朝
と
対
面
し
た
と
き
、

あ
る
い
は
父
に
対
し
て
提
言
に
必
要
な

こ
と
は
積
極
的
に
行
い
、
又
鎌
倉
に
も

館
を
持
っ
て
幕
府
に
協
力
し
た
こ
と
が

伺
え
ま
す
。
最
後
に
千
学
集
抜
粋
の
一

部
を
引
用
し
て
結
論
と
致
し
ま
す
。

「
一
、
胤
政
在
鎌
倉
に
て
弁
谷
殿
と
申
、

観
応
と
称
す
、
御
年
六
十
三
音
損
館
、

法
諡
を
常
仙
院
殿
と
申
、
実
に
建
仁
三

年
発
①
七
月
廿
四
日
也
、
」（以
下
省

略
） 

 

四
、
付
録 

 

は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
常
胤
の

五
人
の
息
女
に
つ
い
て「
千
葉
常
胤
の
息

女
た
ち
」を
引
用
す
る
と
次
の
様
に
な

り
ま
す
。 

即
ち
①『
曽
我
物
語
』に
よ
れ
ば
宇
都

宮
朝
綱
の
妻
は
常
胤
と
結
城
氏
の
娘
と

の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
で「
芙
蓉
の
ま
な

じ
り
、
丹
花
の
く
ち
び
る
」と
描
か
れ
て

い
る
。
②『
義
経
記
』に
よ
れ
ば
工
藤
祐

経
の
妻
は
常
胤
が
在
京
中
に
京
童
と
の

間
に
娘
が
生
ま
れ
成
長
し
て
後
冷
泉
の

局
と
呼
ば
れ
た
。
後
に
伊
豆
国
の
御
家

人
工
藤
祐
経
の
妻
と
な
っ
た
。
③『
鏑
木

本
千
葉
大
系
図
』
に
よ
れ
ば
常
胤
の
娘

の
一
人
が
大
掾
直
幹
の
室
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
男
子
三
人
を
設
け
た
と
あ

る
。
大
掾
氏
と
は
常
陸
国
に
広
大
な
領

地
を
開
発
し
た
名
門
で
あ
る
。
④『
続
群

書
類
従
本 

笠
井
系
図
』に
は
下
総
国

葛
西
清
重
の
妻
に
常
胤
の
息
女
が
い

る
。
葛
西
氏
は
清
重
の
戦
功
に
よ
り
陸

奥
国
に
領
地
を
与
え
ら
れ「
奥
州
惣
奉

行
」と
な
り
そ
の
子
孫
は
長
く
一
五
九

〇
年
代
ま
で
岩
手
県
南
か
ら
宮
城
県
北

部
地
域
で
繁
栄
し
た
と
さ
れ
る
。
⑤
埼
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玉
県
新
座
市
に
あ
る
浄
土
宗
法
臺
寺
の

寺
伝
に
よ
れ
ば「
久
米
御
前
の
己
日
承

久
元
年
（一
二
一
九
）九
月
十
四
日
世

寿
二
十
五
才
・法
名
広
澤
院
殿
従
二
位

承
山
法
臺
禅
定
尼 

出
自
・下
総
国
豪

族
千
葉
常
胤
御
息
女
久
米
子
而 

鎮
守

府
将
軍
右
大
臣
源
家
第
三
代
実
朝
公

御
台
所
也
」
と
あ
る
。  

 
 

 

   
 

島
と
志
摩
城
再
考 

 

 

千
葉
城
郭
保
存
活
用
会
代
表

多
古
城
郭
保
存
活
用
会

匝
瑳
城
郭
保
存
活
用
会 

 
 

事
務
局
長 

小
室
裕 

 

多
古
町
の
島
は
、
日
蓮
宗
不
受
不
施

派
の
隠
れ
里
と
言
わ
れ
る
場
所
で
あ

る
。
島
の
集
落
は
今
で
も
、
複
雑
な
迷
路

の
よ
う
な
通
路
が
巡
る
と
と
も
に
各
戸

の
敷
地
内
に
隣
家
と
の
抜
け
道
が
多
く

存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
集
落
内
の
内

容
は
、
江
戸
時
代
に
信
徒
た
ち
が
不
受

不
施
派
の
僧
侶
を
幕
府
取
り
締
ま
り
よ

り
逃
が
す
た
め
に
設
営
し
た
一
連
の
対

策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
マ
ス
コ

ミ
等
に
も
そ
う
い
っ
た
報
道
が
な
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
以
降
に

作
ら
れ
た
集
落
内
の
槙
塀
（
ま
き
べ
い
）

と
の
連
関
性
を
持
つ
、 

抜
け
道
の
件
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と

も
そ
の
複
雑
な
集
落
内
の
通
路
は
、
中

世
の
志
摩
城
と
の
関
連
性
か
ら
、
生
じ

て
い
る
と
の
考
え
も
地
元
で
は
一
部
持

た
れ
て
い
た
。 

 

２
０
１
９
年
に
多
古
町
内
外
の
有
志
で

設
立
さ
れ
た
多
古
城
郭
保
存
活
用
会
で

は
、
こ
う
い
っ
た
地
元
の
考
え
に
触
発
さ

れ
、
全
く
新
し
い
目
線
で
、
集
落
内
の
現

地
調
査
を
行
っ
た
。 

 

そ
こ
で
、
新
た
に
見
え
て
き
た
こ
と
と

し
て
、
島
の
集
落
内
に
今
も
断
片
的
に

存
在
す
る
と
言
っ
て
良
い
、 

各
戸
を
か
つ
て
取
り
巻
い
て
い
た
と
思
わ

れ
る
大
き
な
土
塁
の
存
在
で
あ
る
。 

 

島
集
落
内
に
は
、
そ
の
土
塁
の
大
き
さ

と
し
て
、
基
底
部
６
メ
ー
ト
ル
以
上
、
現

状
で
も
高
さ
が
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋

敷
地
を
囲
む
と
思
わ
れ
る
土
塁
の
遺
構

が
散
見
さ
れ
る
。 

 

こ
の
土
塁
の
大
き
な
特
徴
は
、
集
落
の

外
側
の
み
を
総
郭
的
に
囲
む
の
で
は
な

く
、
各
戸
ご
と
隣
家
の
と
の
境
界
に
お
い

て
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
す
。

あ
る
意
味
、
各
戸
ご
と
の
敷
地
を
ぐ
る
っ

と
囲
む
形
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
土
塁
は
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
言
っ

て
、
民
家
に
お
け
る
目
隠
し
や
風
よ
け

の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
到
底

考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
み
て

も
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
築
造
さ
れ
た

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
（江
戸
期
に
お
い

て
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
土
塁
を
人
家
の

周
辺
に
築
造
す
れ
ば
、
そ
れ
は
即
、
幕

府
に
対
す
る
、
反
抗
の
準
備
と
み
な
さ

れ
、
築
造
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
） 

 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
土
塁
が
中
世
・戦
国

期
に
置
い
て
、
築
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
仮

定
す
る
な
ら
ば
、
各
屋
敷
地
を
土
塁
が

囲
ん
で
い
た
形
態
、
す
な
わ
ち
、
近
傍
の

篠
本
城
で
発
掘
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ

た「
群
郭
」の
形
態
を
島
の
集
落
が
と
っ

て
い
た
と
見
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ

と
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
志
摩
城
の

範
囲
が「
一
の
台
」「
二
の
台
」
だ
け
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
、
城
下
町
全
体
を
群

郭
と
捉
え
た
お
城
と
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
独
立
丘
陵
と
し
て
、
存

在
す
る
島
全
体
が
中
世
期
は
要
塞
で 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
こ
う
。
享

徳
の
乱
の
際
に
千
葉
家
当
主 

千
葉
胤

直
が
自
刃
し
た
場
所
は
多
古
町
の
東
禅

寺
と
い
う
考
え
が
鎌
倉
大
草
子
等
か

ら
、
一
般
的
に
は
流
布
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
本
土
寺
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、

千
葉
胤
直
自
刃
の
場
所
は
島
の
妙
光
寺

（現
在
の
正
覚
寺
）で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
城
下
町
を
群
郭
と
し

て
と
ら
え
れ
ば
、
何
よ
り
も
妙
光
寺
の

位
置
は
、
も
っ
と
も
奥
ま
っ
た
場
所
す
な

わ
ち
主
郭
と
評
価
し
て
良
い
場
所
で
あ

り
、
総
大
将
と
し
て
の
千
葉
胤
直
が 

自
刃
す
る
場
所
と
し
て
も
全
く
違
和

感
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

   

編
集
後
記 

 

編
集
子 

大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
会
報

誌
十
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 

今
回
号
で
は
、
投
稿
文
で
東
庄
町

の
郷
土
史
会 

平
野
剛
さ
ん
の

「
千
葉
氏
所
縁
の
城
跡
」
と 

会
員
高
野
利
太
郎
さ
ん
の
千
葉
常

胤
嫡
男
胤
正
に
つ
い
て
、 

多
古
町
城
郭
保
存
会
の
事
務
局
長

小
室
裕
さ
ん
の 

「
島
と
志
摩
城
再
考
」
の
論
文
を

掲
載
致
し
ま
し
た
。 

皆
様
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 


